
障害福祉サービス（居宅介護）による料金

その他、加算等

介護職員処遇改善加算 所定単位数に27.4％を加算

特定処遇改善加算 所定単位数に5.5％を加算

介護職員等ベースアップ等支援加算 所定単位数に4.5％を加算

日中３０分以上１時間未満

日中１時間以上１時間３０分未満

日中１時間３０分以上２時間未満

初回加算（新規利用時又は2か月以上休止後の再開時） （利用者負担額）200円／１月

特別地域加算 所定単位数に15％を加算

402単位

584単位

666単位

　　居宅介護サービス利用料金表（障害福祉）

算定項目

日中３０分未満

単位数

255単位


